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【手続補正書】
【提出日】平成19年12月7日(2007.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバーとユーザコンピュータとがネットワークを介して接続された処理システムで実
行される方法であって、
　前記サーバーが、前記ネットワークを介して１組の概念的に関係した情報を複数の前記
ユーザコンピュータへ提示するステップと、
　２以上の前記ユーザコンピュータの各々から、前記概念的に関係した情報の提示に関す
る１以上の応答を受信するステップと、
　２以上の前記ユーザコンピュータからの前記応答を関連付けるステップと、
　前記関連付けられた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更するステッ
プと、を備えた方法。
【請求項２】
　前記１組の概念的に関係した情報は、提示を変更する１以上の個別に編成された集合ペ
ージを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１以上の応答は、前記１組の概念的に関係した情報の選択部分及び非選択部分を含
む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記関係付けられた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更する前記ス
テップは、１以上の前記集合ページを再編成することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　２人以上のユーザの各々から受信した前記応答が、各ユーザのサーチエンジンアクティ
ビティ情報である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記概念的に関係した情報の提示を変更する前記ステップは、特定の情報をそれに対応
するユーザ問合せに関連付けることを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記サーチアクティビティ情報が、ユーザサーチエンジン・セッションの全ての情報を
含む、請求項５に記載の方法。
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【請求項８】
　前記ユーザサーチエンジン・セッションは、合理的な制限時間又はサーチエンジンアク
ティビティにおける干渉行動の限界によって定義される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　２人以上のユーザの各々から受け取られる前記応答は、問合せ対選択候補(ピック)情報
、選択候補対問合せ情報、選択候補対選択候補情報、問合せ対問合せ情報、及びその組合
せより成るサーチエンジンアクティビティ情報のグループから選択される、請求項５に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ結果を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記関係付けられた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更する前記ス
テップは、前記サーチ結果を前記関連付けに基づいて再び並び換えることを含む、請求項
１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記関係付けられた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更する前記ス
テップは、前記関係付けられた応答に基づき、前記１組の概念的に関係したサーチエンジ
ンと関連する第２の概念的に関係したサーチエンジンアクティビティを提示することを含
む、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記応答を関連付けるステップは、問合せ対選択候補(ピック)の関連情報、選択候補対
問合せの関連情報、選択候補対選択候補の関連情報、問合せ対問合せの関連情報、及びそ
の組合せより成るグループから選択されることを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　少なくとも１人のユーザに対して前記概念的に関係した情報の提示の変更を提示する、
請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１組の概念的に関係した情報の特定の特質は、前記１組の概念的に関係した情報が
複数の意味を有することであり、そして前記概念的に関係した情報の提示を変更する前記
ステップは、前記複数の意味の特定の１つに基づいている、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ問合せに関係し、そして前記問合せの特定の
特徴は、前記問合せが想定される意図された問合せの誤ったスペリングであることであっ
て、そして前記変更はその想定される意図された問合せに基づいている、請求項１に記載
の方法。
【請求項１７】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ問合せに関係し、そして前記問合せの特定の
特徴は、前記問合せが多数の表示を有することであって、そして前記変更は複数の表示の
特定の１つに基づいている、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ問合せに関係し、そして前記問合せの特定の
特徴は、前記問合せがより関連性の高い部分及びより関連性の低い部分を含むことであっ
て、そして前記変更はより関連性の高い部分に基づいている、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記１組の概念的に関係した情報は、前記複数のユーザの各々から受け取った問合せに
関している、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記応答を関係付ける前記ステップは、前記１組の概念的に関係した情報に関係するユ
ーザ問合せを、サーチセッション中のユーザ選択候補(ピック)又はその後のユーザ問合せ
に関連付けることを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項２１】
　１組の概念的に関係した情報を複数のクライアント・デジタル処理システム（ＤＰＳ）
へ通信し、
　２人以上のユーザの各々から、前記概念的に関係した情報の提示に関する１以上のユー
ザ応答を受信し、
　２人以上のユーザからの前記応答を関連付け、そして
　前記関連付けた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更する、
サーバー・デジタル処理システム（ＤＰＳ）と、
　前記概念的に関係した情報を複数のユーザに提示すると共に、そのユーザ応答を前記サ
ーバー・ＤＰＳに通信する、１以上のクライアントＤＰＳと、
を備えたシステム。
【請求項２２】
　前記１組の概念的に関係した情報は、提示を変更する１以上の個別に編成された集合ペ
ージを含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記１以上の応答は、前記１組の概念的に関係した情報の選択部分及び非選択部分を含
む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記関連付けた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更することは、１
以上の前記集合ページを再編成することを含む、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　２人以上のユーザの各々から受信された前記応答は、各ユーザのサーチエンジンアクテ
ィビティ情報である、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記概念的に関係した情報の提示を変更することは、特定の情報をそれに対応するユー
ザ問合せに関連付けることを含む、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記サーチアクティビティ情報は、ユーザサーチエンジン・セッションの全ての情報を
含む、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２８】
　２人以上のユーザの各々から受け取られる前記応答は、問合せ対選択候補(ピック)情報
、選択候補対問合せ情報、選択候補対選択候補情報、問合せ対問合せ情報、及びその組合
せより成るサーチエンジンアクティビティ情報のグループから選択される、請求項２５に
記載のシステム。
【請求項２９】
　前記サーチエンジンセッションは、合理的な制限時間又はサーチエンジンアクティビテ
ィにおける干渉行動の限界により定義される、請求項２１に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ結果を含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記関係付けられた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更することは
、前記サーチ結果を前記関連付けに基づいて再び並び換えることを含む、請求項３０に記
載のシステム。
【請求項３２】
　前記関係付けられた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更することは
、前記関係付けられた応答に基づき、前記１組の概念的に関係したサーチエンジンと関係
する第２の概念的に関係したサーチエンジンアクティビティを提示することを含む、請求
項２１に記載のシステム。
【請求項３３】
　応答を関係付けることは、問合せ対選択候補(ピック)の関連情報、選択候補対問合せの
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関連情報、選択候補対選択候補の関連情報、問合せ対問合せの関連情報、及びその組合せ
より成るグループから選択されることを含む、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　少なくとも１人のユーザに対して前記概念的に関係した情報の提示の変更を提示するこ
とを更に含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記１組の概念的に関係した情報の特定の特質は、前記１組の概念的に関係した情報が
複数の意味を有することであり、そして前記概念的に関係した情報の提示を変更すること
は、前記複数の意味の特定の１つに基づいている、請求項２１に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ問合せに関係し、そして前記問合せの特定の
特徴は、その問合せが想定される意図された問合せの誤ったスペリングであることであっ
て、そして前記変更はその想定される意図された問合せに基づいている、請求項２１に記
載のシステム。
【請求項３７】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ問合せに関係し、そして前記問合せの特定の
特徴は、その問合せが複数の表示を有することであって、そして前記変更は複数の表示の
特定の１つに基づいている、請求項２１に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ問合せに関係し、そして前記問合せの特定の
特徴は、その問合せがより関連性の高い部分及びより関連性の低い部分を含むことであっ
て、そして前記変更はより関連性の高い部分に基づいている、請求項２１に記載のシステ
ム。
【請求項３９】
　前記１組の概念的に関係した情報は、前記複数のユーザの各々から受け取った問合せに
関している、請求項２１に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記応答を関係付けることは、前記１組の概念的に関係した情報に関係するユーザ問合
せを、サーチセッション中のユーザ選択候補(ピック)又はその後のユーザ問合せに関連付
けることを含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項４１】
　プロセッサにより実行されるマシン読み取り可能な記録媒体であって、
　前記プロセッサに、
　１組の概念的に関係した情報を複数のユーザへ提示し、
　２人以上のユーザの各々から、前記概念的に関係した情報の提示に関する１以上の応答
を受信し、
　２人以上のユーザからの前記応答を関連付け、
　前記関連付けられた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更する、
前記各処理を実行させるための命令を記録したマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項４２】
　前記１組の概念的に関係した情報は、提示を変更する１以上の個別に編成された集合ペ
ージを含む、請求項４１に記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項４３】
　前記１以上の応答は、前記１組の概念的に関係した情報の選択部分及び非選択部分を含
む、請求項４２に記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項４４】
　前記関係付けられた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更することが
、１以上の前記集合ページを再編成することを含む、請求項４３に記載のマシン読み取り
可能な記録媒体。
【請求項４５】
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　２人以上のユーザの各々から受信した前記応答が、各ユーザのサーチエンジンアクティ
ビティ情報である、請求項４１に記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項４６】
　前記概念的に関係した情報の提示を変更することが、特定の情報をそれに対応するユー
ザ問合せに関連付けることを含む、請求項４５に記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項４７】
　前記サーチアクティビティ情報が、ユーザサーチエンジン・セッションの全ての情報を
含む、請求項４５に記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項４８】
　２人以上のユーザの各々から受け取られる前記応答は、問合せ対選択候補(ピック)情報
、選択候補対問合せ情報、選択候補対選択候補情報、問合せ対問合せ情報、及びその組合
せより成るサーチエンジンアクティビティ情報のグループから選択される、請求項４５に
記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項４９】
　前記サーチエンジンセッションは、合理的な制限時間、又はサーチエンジンアクティビ
ティにおける干渉行動の限界により定義される、請求項４８に記載のマシン読み取り可能
な記録媒体。
【請求項５０】
　２人以上のユーザの各々から受け取られる前記応答は、問合せ対選択候補(ピック)情報
、選択候補対問合せ情報、選択候補対選択候補情報、問合せ対問合せ情報、及びその組合
せより成るサーチエンジンアクティビティ情報のグループから選択される、請求項４６に
記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項５１】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ結果を含む、請求項４１に記載のマシン読み
取り可能な記録媒体。
【請求項５２】
　前記関係付けられた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更することは
、前記サーチ結果を前記相関に基づいて再び並び換えることを含む、請求項５１に記載の
マシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項５３】
　前記関係付けられた応答に基づいて前記概念的に関係した情報の提示を変更することは
、前記関係付けられた応答に基づき、前記１組の概念的に関係したサーチエンジンと関係
する第２の概念的に関係したサーチエンジンアクティビティを提示することを含む、請求
項５１に記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項５４】
　応答を関係付けることは、問合せ対選択候補(ピック)の関連情報、選択候補対問合せの
関連情報、選択候補対選択候補の関連情報、問合せ対問合せの関連情報、及びその組合せ
より成るグループから選択さることを含む、請求項５３に記載のマシン読み取り可能な記
録媒体。
【請求項５５】
　少なくとも１人のユーザに対して前記概念的に関係した情報の提示の変更を提示するこ
とを更に含む、請求項４１に記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項５６】
　前記１組の概念的に関係した情報の特定の特質は、前記１組の概念的に関係した情報が
複数の意味を有することであり、そして前記概念的に関係した情報の提示を変更すること
は、前記複数の意味の特定の１つに基づいている、請求項４１に記載のマシン読み取り可
能な記録媒体。
【請求項５７】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ問合せに関係し、そして前記問合せの特定の
特徴は、その問合せが想定される意図された問合せの誤ったスペリングであることであっ
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て、前記変更はその想定される意図された問合せに基づいている、請求項４１に記載のマ
シン読み取り可能な記録媒体。
【請求項５８】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ問合せに関係し、そして前記問合せの特定の
特徴は、その問合せが複数の表示を有することであって、そして前記変更は複数の表示の
特定の１つに基づいている、請求項４１に記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項５９】
　前記１組の概念的に関係した情報はサーチ問合せに関係し、そして前記問合せの特定の
特徴は、その問合せがより関連性の高い部分及びより関連性の低い部分を含むことであっ
て、前記変更はより関連性の高い部分に基づいている、請求項４１に記載のマシン読み取
り可能な記録媒体。
【請求項６０】
　前記１組の概念的に関係した情報は、前記複数のユーザの各々から受け取った問合せに
関している、請求項４１に記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
【請求項６１】
　応答を関係付けることは、前記１組の概念的に関係した情報に関係するユーザ問合せを
、サーチセッション中のユーザ選択候補(ピック)又はその後のユーザ問合せに関連付ける
ことを含む、請求項４１に記載のマシン読み取り可能な記録媒体。
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